
2020 年度第 17 回教育研究評議会議事概要 

 

１ 日 時  2021 年１月 13 日（水）13:30 ～ 15:17 

２ 場 所  オンライン会議（Google Meet 使用） 

３ 出席者  寺嶋学長，山本理事・副学長，角田理事・副学長，伊津野副学長，足立副

学長，田中副学長，若原副学長，中内副学長，伊﨑機械工学系長，柳田機

械工学系副系長（代理出席），穗積電気・電子情報工学系長，内田電気・

電子情報工学系副系長，北﨑情報・知能工学系長，鈴木情報・知能工学系

副系長，松本応用化学・生命工学系長，齊戸応用化学・生命工学系副系

長，齊藤建築・都市システム学系長，中澤建築・都市システム学系副系

長，中森総合教育院長，坂本総合教育院副院長，高山エレクトロニクス先

端融合研究所教授，中野教育研究基盤センター教授 

４ 欠席者  柴田機械工学系副系長 

 

５ 議 題 

〔審議事項〕 

（１）新型コロナウイルス感染症への対応について 

（２）第４期中期目標・中期計画の策定について 

（３）先端研究設備整備補助事業への提案について 

〔報告事項〕 

（１）令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について 

（２）第３期中期目標・中期計画の変更について 

（３）諸会議の報告について 

  ア 2020 年度第 10 回役員会 

〔その他事項〕 

（１）特別講演会の開催について 

 

６ 議 事 

  議事に先立ち，2020 年度第 16 回議事要録（案）について，原案のとおり確認され

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔審議事項〕 

（１）新型コロナウイルス感染症への対応について 

審議１ 「新型コロナウイルス感染症に対する本学活動基準」について 

山内事務局長及び小沢事務局長から，「資料２」に基づき，１月７日に首都圏（東

京都，埼玉県，千葉県，神奈川県）に緊急事態宣言が発出されたこと及び１月 13 日に

関西圏（大阪府，京都府，兵庫県），愛知県，岐阜県，栃木県及び福岡県が国の緊急

事態宣言対象区域として指定される見込みであることを踏まえた本学活動基準の変更

案について説明があり，審議の結果，確認された。 

 

審議２ 感染拡大防止に係る対策の徹底に関する注意喚起について 

   小沢事務局長から，「資料３」に基づき，愛知県が国の緊急事態宣言対象区域に指

定される見込みであること及びそれに伴う本学の活動基準レベル引き上げを踏まえ

た，感染拡大防止に係る対策の徹底に関する注意喚起文案について説明があり，審議

の結果，活動基準の内容見直しに係る修正を反映のうえ，本学構成員に対し通知する

ことが承認された。 

 

報告１ 新型コロナウイルス感染者等に対する対応概要等について 

寺嶋学長及び小沢学長から，「資料１」に基づき，12 月 19 日及び 12 月 22 日に判明

した本学学生の新型コロナウイルス感染について，第 15 回新型コロナウイルス感染症

危機対策本部会議以降の感染者等の状況及び感染者等への対応に係る概要等の報告が

あった。 

 

報告２ 授業対応・学生支援対応状況について 

   山内事務局長から，「資料４」に基づき，授業対応及び学生支援の対応状況等につ

いて，報告があった。 

 

（２）第４期中期目標・中期計画の策定について 

山本理事及び学長戦略企画課長から，資料「審議２」に基づき，第４期中期目標・

中期計画の策定に係る検討状況等について説明があり，審議の結果，確認された。 

 

（３）先端研究設備整備補助事業への提案について 

研究支援課副課長から，資料「審議３」に基づき，先端研究設備整備補助事業に係

る本学からの申請等について説明があり，審議の結果，山本理事のもと，関係部署等

にて作業を進めること及び申請書の内容については学長に一任とすることが確認され

た。 

併せて，学長戦略企画課長から，他の文部科学省申請プログラムとして，デジタル

を活用した大学・高専教育高度化プラン及び科学技術イノベーション創出に向けた大

学フェローシップ創設事業についても現在検討を進めていること並びに公募要領等に



ついては学長戦略企画課から本会議構成員に対し送付する旨説明があった。 

 

〔報告事項〕 

（１）令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について 

   学長戦略企画課長から，資料「報告１」に基づき，国立大学法人評価委員会より通

知のあった，令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果について，報告があっ

た。 

 

（２）第３期中期目標・中期計画の変更について 

学長戦略企画課長から，資料「報告２」に基づき，第３期中期目標・中期計画につ

いて，2020 年度は変更を行わない旨報告があった。 

 

（３）諸会議の報告について 

  ア 2020 年度第 10 回役員会 

   学長から，資料「報告３」に基づき，１月 12 日に開催された 2020 年度第 10 回役員

会について，報告があった。 

 

〔その他事項〕 

（１）特別講演会の開催について 

   総務課長から，資料「その他１」に基づき，２月４日に開催予定の豊橋技術科学大

学 2020 年度第１回特別講演会の開催について，アナウンスがあった。 

 

                                以 上 


